
Ｊ
Ｒ
東
労
組
は

昨
年
、
ス
ト
権
を

確
立
し
、
１
０
０

０
円
の
ベ
ア
を
妥

結
し
た
。
今
年
も

全
組
合
員
一
律
の

定
額
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
を
会
社
に
求
め

た
が
対
立
し
、
ス

ト
ラ
イ
キ
を
行
使
し
よ
う
と
し

た
が
会
社
か
ら
の
争
議
行
為
中

止
の
申
し
入
れ
や
共
同
宣
言
の

失
効
に
よ
り
、
職
場
は
混
乱
し

脱
退
者
が
続
出
し
た
。

争
議
行
為
を
取
り
や
め
る
も

東
労
組
の
脱
退
者
は
拡
大
し
た
。

国
労
は
毎
年
ス
ト
権
を
確
立

し
て
い
る
。
春
闘
も
ス
ト
権
を

背
景
に
方
針
、
戦
術
取
り
組
ん

で
い
る
が
、
こ
の
間
、
組
合
員

の
不
安
や
思
い
を
受
け
と
め
た

対
応
と
し
て
い
る
。

過
去
に
組
合
差
別
が
原
因
で

労
使
対
立
も
あ
っ
た
が
、
一
括

和
解
以
降
、
労
使
が
正
常
化
に

努
力
し
今
日
に
至
る
。

国
労
は
こ
れ
か
ら
も
労
働
者

の
権
利
を
堅
持
し
、
Ｊ
Ｒ
東
日

本
と
の
労
使
間
の
取
り
扱
い
に

関
す
る
協
約
を
確
認
し
、
組
合

運
動
と
し
て
労
働
条
件
改
善
、

安
全
安
定
輸
送
の
確
立
を
求
め
、

Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
会
社
の
発
展
に

取
り
組
ん
で
い
く
。

不
安
な
気
持
ち
で
職
場
で
働

く
未
加
入
者
や
東
労
組
組
合
員

の
悩
み
を
聞
き
、
国
労
加
入
を

呼
び
か
け
よ
う
。
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力
に
変
え
て

さ
あ
踏
み
だ
そ
う

組
織
の
拡
大
へ

２
月
24
日
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
労
組
は
今
春
闘
で
実
施

を
検
討
し
て
い
た
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
の
争
議
行
為
を

解
除
、
取
り
や
め
る
と
し
た
。

26
日
に
会
社
は
共
同
宣
言
の
失
効
を
通
告
し
た
。

更
に
大
量
の
脱
退
者
が
出
て
い
る
。

国
労
加
入
へ
の
積
極
的
な
呼
び
か
け
が
必
要
で
す
。
。

３６協定 その３

労働者代表の役割は何か

労使協定の締結

労働委員会の指名。推薦。

就業規則の改訂に対する意見表明、労働条件要求の申し入れ。

労働基準法上与えられている権限。

労使協定のうち、重要なのが休日・時間外労働に関する36協定です。

会社側と協定を作成し、行政官庁に届けなければ法定時間や法定休日を超えて労働させてはな

らない。

多くの残業を認めることは労働者の健康上、代表者が判断し締結を拒否すれば残業を命じるこ

とはできない。逆に残業ができないと収入が入らない、収入の低下になり不満につながる。

働きやすい職場にするためにも労働組合が必要です。


